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広島市 健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課

令和７年度
広島市介護サービス事業者
集団指導

＜各サービス個別＞
介護支援

1. 本講義は、「各サービス個別」編です。「全サービス共通」編も必ずご確認

下さい。

2. 集団指導は、介護保険法の規定に基づき行われる「行政指導」です。

受講確認を行いますので、受講後は、忘れずに本市ホームページ「令和７年

度広島市介護サービス事業者集団指導（ページ番号：１０４７１８９）」か

ら「受講完了報告書」をご提出下さい。（令和８年３月２３日〆切）

なお、動画での受講が困難な方は、研修資料を確認の上、郵送又はＦＡＸに

て、「受講完了報告書」をご提出下さい。（令和８年３月２３日必着）

注意事項
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次第

1. 令和７年度の運営指導における指摘事項等について

2. 介護報酬の算定に係るQ&Aについて（広島市版）

令和７年度の運営指導における指摘事項等について
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【項目】

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

【指摘内容】

サービス利用票に文書により利用者の同意を得ていない事例が認
められた。居宅介護支援の提供にあたっては、サービス利用票に文
書により利用者等の同意を得て、利用者等に交付するとともに事業
所で保存すること。

運営基準

【項目】

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

【指摘内容】

サービス利用票の作成が翌月に遅延している事例が認められた。
居宅サービス計画を作成又は変更する際には、同月内に一連の業務
を実施すること。

運営基準
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【項目】

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

【指摘内容】

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、指
定居宅サービス等基準に位置付けられている個別サービス計画書を
入手していない事案が認められた。当該事業所に対し同計画書の提
出を求めること。

運営基準

【項目】

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

【指摘内容】

利用者が医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場
合には、居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならな
いが、交付したことが確認できない事例が認められた。交付した記
録を残すこと。

運営基準
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【項目】

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

【指摘内容】

要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を
受けた場合に、居宅サービス計画の変更の必要性についてサービス
担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない事例が認めら
れた。要介護認定を受けている利用者が、要介護状態区分の変更の
認定を受けた場合は、サービス担当者会議の開催等により、居宅
サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地
からの意見を求めること。

運営基準

【項目】

業務継続計画の策定等

【指摘内容】

必要な研修及び訓練が実施されていなかった。従業者に対し、業
務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施し、概要がわかるように明確に記録に残すこと。

運営基準
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※（参考）令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol.１（抜粋）

【項目】

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

【指摘内容】

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならないにも関わらず、
行っている事例が認められた。緊急やむを得ない場合を除き、身体
拘束を行わないこと。また、身体拘束等を行う場合は、記録を正し
く残すこと。

運営基準
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【項目】

高齢者虐待防止措置未実施減算

【指摘内容】

指定居宅介護支援等基準第２７条の２に規定する措置が講じられていな
い事例が認められた。速やかに改善計画を提出し、事実が生じた月から３
月後に改善計画に基づく改善状況を報告すること。また、事実が生じた月
の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員について所定単位数
の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算すること。

（※基準第２７条の２）

・虐待防止のための対策を検討する委員会の開催

・虐待防止のための指針の整備

・虐待防止のための研修の実施

・虐待防止措置を適正に実施するための担当者の設置

報酬基準
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※（参考）令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol.１（抜粋）

運営基準

【項目】

勤務体制の確保等

【指摘内容】

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景と
した言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
より従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の
明確化等の必要な措置を講じていなかった。必要な措置を講じ
ること。
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【項目】

秘密保持等

【指摘内容】

サービス担当者会議等において家族の個人情報を用いる場合に、
家族の同意が得られていない事例が認められた。家族の同意もあ
らかじめ書面で得ること。

運営基準

報酬基準

【項目】

入院時情報連携加算

【指摘内容】

FAXによる情報提供を行った際、先方が受け取ったことが明確
でない事例が認められた。先方が受け取ったことまで確認し、
詳細を記録に残すこと。
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【項目】

退院・退所加算

【指摘内容】

退院・退所加算の算定に当たり、カンファレンスの実施について
必要な出席者が不足しているにも関わらず、当該加算を算定してい
る事例が認められた。情報収集の方法が診療報酬の算定方法(平成
20年厚生労働省告示59号)別表第一医科診療報酬点数表の退院時共
同指導料2の注3の要件を満たすカンファレンスに参加している場合
に当該加算を算定すること。

報酬基準

退院・退所加算（カンファレンス）に係る補足説明

・入院中の主治医と在宅医が同一の医療機関の場合（同一の医療機関の他
科同士を含む。）は、カンファレンスの要件を満たさない。

・カンファレンスに同一職種の者が2人以上参加している場合は、1者の参
加とカウントする。

次の①～⑤の5者から3者以上がカンファレンスに参加する必要がある。
①退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医、看護師又は准看護師
②保険医である歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士
③保険薬局の保険薬剤師（院内薬局は除く）
④訪問看護ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士（准看護師を除く。）

⑤居宅介護支援事業者の介護支援専門員

例えば、①の保険医と看護師、⑤の介護支援専門員が参加した場合、人数と
しては3人参加しているが、2者の参加となるため、カンファレンスの要件を満
たさない。
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【項目】

同一建物減算

【指摘内容】

指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者への指定
居宅介護支援に際し、減算を適応していなかった。

指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者に対して指
定居宅介護支援を行った場合には、所定単位数の100分の95に相当
する単位数を算定すること。

報酬基準

介護報酬の算定に係るQ&Aについて
（広島市版）
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【項目】

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

【質問】

モニタリングに係る「特段の事情」の判断基準は何か。

【回答】

利用者側の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができ

ない場合を指します。事業者側の都合による事情は含まれません。

例：利用者が急遽入院したため、自宅でモニタリングができない場合

利用者がショートステイへ長期入所する場合

【項目】

同一敷地内建物等に居住する利用者に対する取扱い

【質問】

同一敷地内建物等における「隣接する敷地内の建物」とは、具体的にどのよ
うな位置関係を指すのか。

【回答】

隣接する敷地とは、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などを指します。
この取扱いは、指定居宅介護支援事業所と建築物の位置関係により、効率的な
居宅介護支援の提供が可能であることを評価する趣旨であることから、以下の
ように、居宅介護支援の提供の効率化につながらない場合には、「隣接する敷
地内の建物」とはみなされません。
（例）
・広大な敷地に複数の建物が点在する場合

・道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければな
らない場合



2026/2/19

13

【項目】

特定事業所加算

【質問】

特定事業所加算の算定要件の一つである「利用者に関する情報又はサービ

ス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催

すること」について、定期的とはどの程度の頻度を指すか。

【回答】

「定期的」とは、おおむね週１回以上とされています。

※（参考）令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol.１（抜粋）
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【項目】

ケアプランの作成

【質問】

福祉用具について、レンタルと購入の選択制が導入されたが、今までレンタル

として使用していたスロープを購入に切り替えた場合、一連の業務が必要か。

【回答】

同一種目における機能の変化を伴わない用具については「軽微な変更」に該当

する場合があるものと考えられますが、あくまでも一連の業務を行う必要性の高

い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものとされています。

【居宅サービス計画の変更に係る補足説明】

・居宅サービス計画を変更する場合は、原則として、居宅サービス計
画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要

・一連の業務を行った記録が残されていることを、各事業所において
定期的に確認

・居宅サービス計画の軽微な変更を行う場合には、一連の業務を行う
必要がないとされているが、「軽微な変更」は例外的なもの
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【項目】

通院時情報連携加算

【質問】

救急搬送された利用者の診察に同席した場合、当該加算を算

定できるか。

【回答】

通院の手段は問わないため、算定は可能です。
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【項目】

入院時情報連携加算

【質問】

加算の算定において、利用者が「入院した」とみなす時点とは次のうちど
れを指すか。

①利用者が救急搬送されたとき

②利用者と病院の間で入院の合意があったとき

③居宅介護支援事業所が入院の事実を知ったとき

【回答】

病院が、利用者について入院したと整理した日が入院日となるため、②の
状況をもって入院したとみなすことになります。

【入院時情報連携加算に係る補足説明】

・退院・退所加算と同月中に算定することは可能。

・入院時情報連携加算（Ⅰ）は入院した日のうちに情報提供を行った場合に算
定する。入院の日以前に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所に
おける運営規定に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場
合であって、当該入院した日の翌日に情報提供した場合も、算定可能。

・入院時情報連携加算（Ⅱ）については入院した日の翌日又は翌々日に情報提
供を行った場合に算定する。運営規定に定める当該指定居宅介護支援事業
所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算し
て３日目が運営規定に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の
日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報提供した場合も、算
定可能。
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※（参考）令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol.１（抜粋）

・居宅介護支援業務の適切な実施について

・本年度、居宅介護支援事業所に対して実施した運営指導において、
文書指摘を行った事業所は約２割。

・過去には、運営基準違反の状態が継続しており、指定取消処分と
なった事例もある。

・「私の事業所は大丈夫」と考えるのではなく、適切に業務を実施で
きているか、再度確認することが重要となる。

【最後に】



2026/2/19

18

以上で「各サービス個別」編の講義は終了です。

「全サービス共通」編をご覧になってない方は、必ずご確認下さい。

「全サービス共通」編、「各サービス個別」編を受講後は、忘れずに本市

ホームページ「令和７年度広島市介護サービス事業者集団指導（ページ番

号：１０４７１８９） 」から「受講完了報告書」をご提出下さい。（令和８

年３月２３日〆切）

 動画による受講が困難で資料により、「全サービス」編、「各サービス個

別」編の確認を行った方は、郵送又はＦＡＸにて、「受講完了報告書」をご

提出下さい。（令和８年３月２３日必着）


